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荒川水系（埼玉県域）の
減災に係る取組の実施状況

令和2年5月28日

荒川水系（埼玉県域）大規模氾濫に関する減災対策協議会



水防災意識社会 再構築ビジョン

関東・東北豪雨を踏まえ、新たに として、全ての直轄河川とその沿川
市町村（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行う。

＜ソフト対策＞ ・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある
「住民目線のソフト対策」へ転換し、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

＜ハード対策＞ ・「洪水を安全に流すためのハード対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を
軽減する「危険管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。

主な対策
各地域において河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。
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住民目線のソフト対策

〇水害リスクの高い地域を中心に、スマートフォンを活用したプッシュ型の洪水予報の配信など、住民が
自らリスクを察知し主体的に避難できるよう住民目線のソフト対策に重点的に取り組む。

※荒川では想定最大規模降雨を前提とした
洪水浸水想定区域はH28.5に公表済み 2

→H29.5開始

→設置済み※

→H29.5に公表



大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方 答申
～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築～

〇行政・住民・企業等の各主体が水害リスクに関する知識と心構えを共有し、氾濫した場合
でも被害の軽減を図るための、避難や水防等の事前の計画・体制、施設による対応が

備えられた社会を目指す。

〇対応すべき課題
➢危険な区域からの立ち退き避難 ➢水防体制の弱体化

✓市町村・住民等の適切な判断・行動 ➢住まい方や土地利用における水害リスクの認識の不足

✓市町村境を超えた広域避難 ➢「洪水を河川内で安全に流す」施策だけで対応することの限界

〇住民目線のソフト対策への転換
これまでの河川管理者等の行政目線のものから住民目線のものへ

と転換し、利用者のニーズを踏まえた真に実践的なソフト対策の展開
を図る

➢円滑かつ迅速な避難の実現
・家屋倒壊危険区域等、立ち退き避難が必要な区域を表示するなど、
避難行動に直結したハザードマップに改良
・広域避難等の計画づくりを支援する協議会等の仕組みの整備
・スマートフォン等を活用したプッシュ型の河川水位情報の提供 等

➢的確な水防の推進
・水防体制を確保するための自主防災組織等の水防活動への参画等

➢水害リスクを踏まえた土地利用の促進
・開発業者や宅地の購入者等が、土地の水害リスクを容易に認識する
ため、様々な場所での想定浸水深の表示
・不動産関連事業者への洪水浸水想定区域の説明会等の開催 等

〇危機管理型ハード対策導入
従来の「洪水を河川内で安全に流す」対策に

加え、氾濫した場合にも被害を軽減する「危機管
理型ハード対策」を導入する

➢減災のための危機管理型ハード対策の導入

・越水等が発生した場合でも決壊までの時間を
少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する
対策の推進

・堤防構造の工夫や氾濫水を速やかに排水する
ための排水対策等の「危機管理型ハード対策」
とソフト対策を一体的・計画的に実施するため
の仕組みの構築 等
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荒川水系（埼玉県域）大規模氾濫に関する減災対策協議会

■ 荒川水系（埼玉県域）大規模氾濫に関する減災対策協議会
荒川水系（埼玉県域）においては、埼玉県内の４４市町、埼玉県、気

象庁熊谷地方気象台、独立行政法人水資源機構、関東地方整備局
で構成される減災対策協議会を平成28年5月31日に設立した。

平成28年9月28日に「減災に係る取組方針」を策定した。

■ 参加機関
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、加須市、東松山市、春
日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸
田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八
潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市
、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、川島町、吉
見町、鳩山町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町、埼玉県危機管理防災
部・県土整備部、気象庁熊谷地方気象台、独立行政法人水資源機構（
荒川ダム総合管理所・利根導水総合事業所）、国土交通省関東地方整
備局（荒川上流河川事務所・荒川下流河川事務所・二瀬ダム管理所）

第１回協議会（平成28年5月31日）

第２回協議会（平成28年9月28日） 4

第３回協議会（平成29年6月1日）

■ これまでの減災対策協議会
 第１回協議会【平成28年5月31日】

・協議会規約（案）の承認
・水害リスク情報や取組状況の共有
・減災のための目標（案）について

 第２回協議会【平成28年9月28日】
・減災に係る取組方針（案）の承認

 第３回協議会【平成29年6月1日】
・減災に係る取組の実施状況の確認
・今後のスケジュールの承認
・洪水ハザードマップ更新依頼
・水防法の一部改正
・PUSH型洪水情報の配信について

 第４回協議会【平成30年5月22日】
・減災対策協議会規約および取組方針の見直し
・減災に係る取組の実施状況について
・平成２９年台風第２１号出水概要

 第５回協議会【令和元年5月27日】
・減災対策協議会規約および取組方針の改定
・減災に係る取組の実施状況について
・平成３０年出水概要

 第６回協議会【令和元年11月12日・14日】
・台風１９号の出水状況、被害状況等について
・規約改正及び部会規約（案）について

第４回協議会（平成30年5月22日）

第５回協議会（令和元年5月27日）

第６回協議会（令和元年11月12・14日）



減災対策協議会４４市町の位置図

荒川下流管理区間

荒川上流管理区間

凡例

流域界

基準水位観測所*#

直轄管理区間

1級河川

その他河川

協議会構成44市町

Ａブロック

Ｂブロック

Ｃブロック

都道府県界

市区町村界

堤防

No. ブロック 市町名 No. ブロック 市町名

1 Ａ さいたま市 25 Ｂ 富士見市

2 Ｂ 川越市 26 Ａ 三郷市

3 Ａ 熊谷市 27 Ａ 蓮田市

4 Ａ 川口市 28 Ｃ 坂戸市

5 Ａ 行田市 29 Ａ 幸手市

6 Ａ 加須市 30 Ｃ 鶴ヶ島市

7 Ｃ 東松山市 31 Ａ 吉川市

8 Ａ 春日部市 32 Ｂ ふじみ野市

9 Ａ 羽生市 33 Ａ 白岡市

10 Ａ 鴻巣市 34 Ａ 伊奈町

11 Ａ 深谷市 35 Ｂ 三芳町

12 Ａ 上尾市 36 Ｃ 毛呂山町

13 Ａ 草加市 37 Ｃ 越生町

14 Ａ 越谷市 38 Ｃ 川島町

15 Ａ 蕨市 39 Ｃ 吉見町

16 Ａ 戸田市 40 Ｃ 鳩山町

17 Ｂ 朝霞市 41 Ｃ 寄居町

18 Ｂ 志木市 42 Ａ 宮代町

19 Ｂ 和光市 43 Ａ 杉戸町

20 Ｂ 新座市 44 Ａ 松伏町

21 Ａ 桶川市 ブロック 市町数

22 Ａ 久喜市 Ａ 27

23 Ａ 北本市 Ｂ 8
24 Ａ 八潮市 Ｃ 9

減災対策協議会構成市町

No. 河川名
基準水位
観測所名

観測所位置 受け持ち区間

① 荒川
アラカワ

治水
ヂスイ

橋
バシ

41.6k+290m 28.8k～48.0k

② 荒川
アラカワ

熊谷
クマガヤ

76.4k+130m 48.4k～89.8k

③ 入間
イルマ

川
ガワ

菅間
スガマ

5.8k+30m 0.0k～7.8k

④ 入間
イルマ

川
ガワ

小ヶ谷
オガヤ

14.4k+100m 8.0k～16.0k

⑤ 越辺川
オッペガワ

入
ニッサイ

西 11.6k+35m -2.0k～15.0k

⑥ 小
コ

畔
アゼ

川
ガワ

八幡
ヤハタ

橋
バシ

4.4k+5m 0.0k～5.3k

⑦ 都幾川
トキガワ

野本
ノモト

1.4k+190m 0.0k～6.6k

⑧ 高麗川
コマガワ

坂戸
サカド

0.4k+100m 0.0k～6.4k
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「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定について
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「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画について
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〇設立当初から取り組んできた事項の多くは、5年が経過する今年度が最終年度となる。
具体的な取組の柱

事項
具体的取組（県・市町調査項目）

１）ハード対策の主な取組
■洪水を河川内で安全に流す対策

1 ・優先的に実施する堤防整備、多数の人命被害が生じる区域の堤防強化対策 Ｒ2年度
2 ・橋梁部周辺対策の実施 H28年度から順次実施
3 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策等（樹木伐採、河道掘削） Ｒ2年度

■危機管理型ハード対策 
4 ・堤防天端の保護、裏法尻の補強 Ｒ2年度

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 

4
・雨量・水位等の観測データおよび洪水時の状況を把握・伝達するための基盤整備・拡充
（危機管理型水位計やCCTVカメラの設置、監視機能強化、ダム放流警報の耐水化等）

Ｒ2年度

6 ・情報伝達手段の改善 H28年度から順次実施
7 ・水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機材等の配備及び関係者による共 H28年度から順次実施
8 ・排水機場の耐水化や水門・機場等の遠隔操作を確実に行える対策（二重化）の実施 H28年度から順次実施

9
・浸水時やダムにおいては大規模停電時においても災害対応を継続するための施設整備
および自家発電装置の耐水化等の実施

Ｒ2年度

10
・河川防災ステーションの整備や円滑な水防活動等の活用方策検討、堤防天端上の車両
交換場所等の整備

H28年度から順次実施

11 広域避難計画に必要となる避難場所、避難路の整備 R1年度から順次実施
２）ソフト対策の主な取組　

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組
■的確な避難行動を取るための情報提供
12 ・緊急速報メールによるプッシュ型の洪水予報等の情報発信 H29年度から順次実施
13 ・水位計、ライブカメラ、河川監視用カメラ、水害リスクラインに基づく洪水予報等の情報提 H28年度から順次実施

14
・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善（水害時の情報入手の
しやすさサポート）

H28年度から順次実施

15 ・災害時の情報発信における地元メディアとの連携強化 H28年度から順次実施
16 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 H30年度から順次実施
17 ・洪水時における河川管理者からの情報提供等（ホットラインの構築） 引き続き実施
18 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 R1年度から順次実施

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成 
19 ・氾濫ブロック・区間に応じたきめ細やかな危険水位設定 H28年度から順次実施

20
・氾濫流の広域拡散を考慮した越水・破堤後を含めた、避難勧告の発令に着目したタイムラ
インの作成

H28年度から順次実施

21 ・タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練 H28年度から定期的に実施
22 ・避難訓練等の実施による避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認及び見直し R1年度から順次実施

■浸水リスク情報の周知、避難行動支援

23
・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表及びダム下
流部における浸水想定図の作成

H28年度から順次実施

24 ・浸水被害軽減地区指定に向けた箇所の抽出及び情報提供の実施、課題の共有を踏まえ H30年度から順次実施

年度

H28 H29 H30 R01 R02
R03
以降

目標時期



「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画について
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具体的な取組の柱

事項
具体的取組（県・市町調査項目）

２）ソフト対策の主な取組　
■浸水リスク情報の周知、避難行動支援

25
想定最大規模降雨に対応した水害ハザードマップの作成・周知、訓練等への活用及び優良
事例の提供（専門家による支援の実施）

Ｒ2年度

26 ・広域避難計画の策定、市町村間の協定締結 Ｒ2年度

27
・平常時から住民に水害リスクをわかりやすく伝える「まるごと、まちごとハザードマップ」の
推進及び設置事例や利活用事例の共有

H28年度から順次実施

28 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成および訓練の支援 Ｒ3年度

29
・避難場所の絶対数が不足する地域における既存施設の避難場所としての活用及び民間
施設を活用した事例や調整内容、協定の締結等の情報提供

H28年度から順次実施

30 ・応急的な退避場所の確保 R1年度から順次実施
31 ・避難訓練への地域住民の参加促進 R1年度から順次実施

32
・高齢者の避難行動の理解促進に向けた取組の実施及び要配慮者利用施設等の避難に
おける地域との連携事例の共有

R1年度から順次実施

33 ・地区防災計画の作成や地域の防災リーダー育成に関する支援 R1年度から順次実施
34 ・地域防災力の向上のための人材育成 R1年度から順次実施

■防災教育や防災知識の普及・啓発
35 ・水防災に関する説明会の開催 H28年度から順次実施
36 ・教員を対象とした講習会の実施 H28年度から順次実施
37 ・小学生、中学生を対象とした防災教育の実施・支援及び先進的な事例の共有 H28年度から順次実施
38 ・出前講座等を活用した講習会の実施 引き続き実施
39 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 R1年度から順次実施

②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組
■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化
40 ・水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間や重要水防箇所の共同点検 H28年度から定期的に実施

・水防団強化を目的とした、広報の充実（水防団確保）、水防団間での連携・協力に関する
検討及び関係機関が連携した実働水防訓練の実施

H28年度から定期的に実施

・水防団強化を目的とした、広報の充実（水防団確保）、水防団間での連携・協力に関する
検討及び関係機関が連携した実働水防訓練の実施、訓練内容の改善

H28年度から定期的に実施

・水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定の促進 引き続き実施
・水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定の促進及び具体的な広報の進め方 引き続き実施

43 ・地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築 H28年度から順次実施
■既設ダムの危機管理型運用方法の確立
44 ・既存ダムの機能を最大限活用する運用方法の検討及び「ダムの柔軟な運用」の運用 H28年度から順次実施
45 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 R1年度から順次実施

③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組

■排水作業準備計画（案）の作成及び排水訓練の実施

46
・既存排水施設、排水ポンプ車等を活用した排水作業準備計画の策定、排水作業準備計画
の作成（※用語の変更であり、内容は変わらない）

Ｒ2年度

47 ・排水作業準備計画に基づく排水訓練の実施（※用語の変更であり、内容は変わらない） H28年度から順次実施

41

42

年度

H28 H29 H30 R01 R02
R03
以降

目標時期

〇設立当初から取り組んできた事項の多くは、5年が経過する今年度が最終年度となる。



荒川水系（埼玉県域）の減災に係る取組方針【骨子】

■ 荒川水系（埼玉県域）の特徴
○ 埼玉県の主要部を貫流し、背後の低平地の市街化が進み人口・資産が集積している。
○ 計画断面に対して堤防高・幅が不足している区間があり、支川上流部等では無堤部も存在。（堤防整備率本川約59%、支川約86%）
○ ひとたび堤防が決壊すれば、広範囲が浸水し甚大な人的、物的被害が発生するとともに、復旧・復興には多大の費用と時間を要することが想定される。
○ 比較的大きな流域を持つ支川入間川が中流部で合流（多数の支川入間川を含めて５河川を直轄管理）。降雨形態により本川型、支川型の洪水となる場合がある。

■ 水害リスクや解決すべき課題
○ 氾濫特性としては、荒川本川の入間川合流点下流は「拡散型」であり、合流点上流左岸は「広域拡散型」、右岸は「拡散貯留型」、その他は山付きや支川堤防による

「貯留型」の様相を呈している。
○ 荒川本川左岸上流の広域拡散型氾濫では、氾濫水は極めて広範囲に時間差をもって広がり、河川に接していない多くの市町が広域にわたり浸水する（想定最大規

模の洪水時には１地点の破堤で最大約２４自治体が浸水）。
○ 貯留型氾濫形態の箇所では、浸水深が深くなるとともに市町によっては全域もしくは広範囲にわたり長時間浸水し、隣接する市町への広域避難が必要な場合も想定

される。
○ 荒川等の水位が高くなると中小河川の自然流下が困難となり、水位が高い状態が長く続くため内水被害が発生する恐れがある。貯留型氾濫形態の箇所では、氾濫

水の排水も容易ではない。
○ 近年破堤を伴う大規模氾濫が発生していないため、荒川で水害が発生することの認識が低い。
○ 高齢化等による水防団員の減少が顕著である。

■ 概ね５年で実施する主な取組
【ハード対策】

○ 優先的に実施する堤防整備、多数の人命被害が生じる区域の堤防強化対策、橋梁
部周辺対策の実施 （洪水を安全に流す対策）

○ 堤防天端の保護、裏法尻の補強（危機管理型ハード対策）

② 洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動等の
取組

○ 水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間や重要水防箇所の共同
点検

○ 水防団強化を目的とした、広報の充実(水防団確保)、水防団間での連携・協力に関
する検討及び関係機関が連携した実働水防訓練の実施、訓練内容の改善

○ 既存ダムの機能を最大限活用する運用方法の検討等

③ 一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排
水活動の取組

○ 既存排水施設、排水ポンプ車等を活用した排水作業準備計画の策定
○ 排水作業準備計画に基づく排水訓練の実施

【ソフト対策】
① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

〇 災害時の情報発信における地元メディアとの連携強化

〇 市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実
〇 氾濫ブロック・区間に応じたきめ細やかな危険水位設定
〇 浸水被害軽減地区指定にむけた箇所の抽出及び情報提供の実施、課題の共有を踏ま

えた指定
〇 広域避難計画の策定、市町間の協定締結
〇 平常時から住民に水害リスクを分かりやすく伝える「まるごとまちごとハザード

マップ」の推進及び設置事例や利活用事例の共有
〇 要配慮者利用施設の避難計画の作成および訓練の支援
〇 避難場所の絶対数が不足する地域における既存施設の避難場所としての活用及び民

間施設を活用した事例や調整内容、協定の締結等の情報提供
〇 教員を対象とした講習会の実施、小学生、中学生を対象とした防災教育の実施・支援及

び先進的な事例の共有

〇 危機管理型水位計やCCTVカメラの設置、監視機能強化等
〇 排水機場の耐水化や水門・機場等の遠隔操作を確実に行える対策（二重化）の実施
〇 河川防災ステーションの整備や円滑な水防活動等の活用方策検討、堤防天端上の

車両交換場所等の整備

■ ５年間で達成すべき目標
荒川水系（埼玉県域）の大規模水害に対し、
｢逃げ遅れゼロ｣、｢社会経済被害の最小化｣を目指す。

大規模水害・・・・・・・・・・・想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害
逃げ遅れゼロ・・・・・・・・・・避難行動が遅れ人命にかかわるような逃げ遅れをなくす
社会経済被害の最小化・・大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に経済活動を再開できる状態

9



取組の実施状況

10
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１）ハード対策の主な取組
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大久保樋管

さいたま市

１） 洪水を河川内で安全に流す対策

• 優先的に実施する堤防整備、多数の人命被害が生じる区域の堤防強化対策【取組１】

➢ 羽倉橋より上流の堤防の幅、高さが不足している箇所について、堤防整備を実施中。

（さいたま築堤：上流の開平橋～下流の羽根倉橋までの左右岸堤防）

12

実施位置

R1年度工事実施箇所

※さいたま築堤として整備された堤防は、平成３０年度より事業化された荒川第二・三調節池の周囲堤として機能。

さいたま築堤区間

川越市

完成箇所

未完成箇所

さいたま築堤区間
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１） 避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・ 情報伝達手段の改善【取組６】

➢ 北本市の事例

・防災行政無線のデジタル化が完了（下記写真
は防災無線の操作端末）

➢ 三芳町の事例

・自治体が配信する防災情報を、Yahoo!防災速
報を通じて指定したエリアの利用者に配信できる
サービス。

・伝えたい緊急な情報を自治体より直接配信でき
る機能。

➢ さいたま市の事例

・防災行政無線を市内572か所に整備

・防災行政無線の内容をメールで配信するサ
ービスの実施、及びメール登録の推進
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１） 避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・ 水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機材等の配備及び
関係者による共同点検【取組７】

➢ 戸田市の事例 ➢ 幸手市の事例

・水防事務組合において水防資機材を整備し
ている。
・資機材（発電機）を配備。

・関係者による共同点検を実施している。

・水防資機材については、荒川左岸水害予防
組合の水防倉庫（３箇所）に保管しており、今後
も新技術を活用した水防資機材を含め、必要に
応じて拡充していく。
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１） 避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・浸水時やダムにおいては大規模停電時においても災害対応を継続するための施設整備
および自家発電装置の耐水化等の実施【取組９】

➢ 戸田市の事例

➢ 幸手市の事例
・発電装置を高所に設置。

・災害対策本部及び自家発電装置は市役所２階
に設置されているので浸水のおそれはない。

➢ 伊奈町の事例

・自家発電装置及び一定程度の燃料タンクを屋
上に設置し、浸水対策を実施しているが、地下に
ある大容量の燃料タンクについて、引き続き検討
を行う。

・防災行政無線デジタル化工事に併せ、親局設
備に自動発電装置を設置。浸水想定区域外では
あるが、万が一を考慮し基礎を高く設けた。
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１） 避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・広域避難計画に必要となる避難場所、避難路の整備【取組１１】

➢ さいたま市の事例

・市内隣接区への避難を想定した広域避難計画を作成。

・荒川氾濫時に区域の大半が浸水する「西区・桜区・南区」においては、隣接区の避難場所を確保。

・避難経路については洪水ハザードマップにて周知。



２）ソフト対策の主な取組

17
17
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善
（水害時の情報入手のしやすさサポート）【取組１４】

➢ 気象庁の事例

・「危険度分布」とリスク情報を
重ね合わせて表示

・洪水警報の危険度分布に河川を新たに追加
＜洪水警報の危険度分布における埼玉県鴻沼川の表示例＞

・気象情報、水害・土砂災害情報等を
まとめて確認できるように改善

・「危険度分布」の通知サービスの提供
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

・災害時の情報発信における
地元メディアとの協力【取組１５】

➢ 三芳町の事例

・J:COM東上とJ:COM川越（地元ケー

ブルテレビ局）のサービスエリア内で、
「J:COMチャンネル」を通じて災害時に
緊急情報を提供。
・テレ玉データ放送を実施。

・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への
情報伝達の充実【取組１６】

➢ 北本市の事例

➢ 蕨市の事例

・電話での連絡を行っている。
・Ｈ30年度の防災訓練において、情報伝達訓練を行
った。

・市の職員間での情報共有や安否確認を目的とした
システムを導入し活用している。
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

・洪水時における河川管理者からの情報提供等
（ホットラインの構築）【取組１７】

➢ 川口市の事例

・本依頼文に基づいてホットライン連絡先を
交換している。

・避難訓練等の実施による避難勧告等発令の対
象区域、判断基準等の確認及び見直し【取組２２】

➢ 志木市の事例

・防災訓練を通じて、ハザードマップや

マイタイムラインの紹介等を行い、 浸水想定
区域や避難勧告等の判断基準等の確認を随
時実施している。

➢ 鳩山町の事例
・平成31年3月の避難勧告等に関するガイドライ

ンの改定に伴い、避難勧告等判断・伝達マニュ
アルを改定済み。
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

・氾濫流の広域拡散を考慮した越水・破堤後を含めた、
避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成【取組２０】

➢ 熊谷市の事例

・５段階の警戒レベルを反映したほか、東日
本台風の反省を活かし、避難所開設・運営に
関して地域住民（避難者）の役割を明記した。

➢ 寄居町の事例

・現在作成しているタイムラインは、今後改正
していく予定。



22

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

・タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練【取組２１】

➢ 吉川市の事例

・吉川市が主催する「吉川市減災プロジェクト」
では災害時における被害を最小限にとどめ、
各関係機関相互及び住民との協力体制の確立
に重点を置いて総合的・実践的な訓練を実施。

➢ 気象庁の事例

令和元年11月4日、第４回吉川市減災プロジェクト
（水害時避難訓練）において首長に対し、気象台長
によるホットライン訓練（大雨・洪水警報や記録的
短時間大雨情報を発表し、防災上の具体的な
警戒事項を伝える）を実施。

防災効果・リテラシー向上のために
取り組むべき事項

➢ さいたま市の事例

・市長ほか、荒川上流河川事務所、県、自衛
隊、警察等が参加する図上訓練の際に、タイ
ムラインを考慮した水害対応方法等を検討す
る実践的な訓練を実施。
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

・想定最大規模降雨に対応した水害ハザードマップの作成・周知、訓練等への活用及び
優良事例の提供（専門家による支援の実施）【取組２５】

➢ 三郷市の事例

・Ｈ３０年度に想定最大規模の水害を対象とし
た水害ハザードマップを策定した。

・職員研修の一環として、ハザードマップを用い
た図上訓練を実施。

➢ 川口市の事例

・平成３０年１月に想定最大規模降雨に対応し
たハザードマップを掲載した、防災ハンドブック
を発刊し全戸配布を行った。
・市民・教職員向けにハザードマップを紹介し、
活用を促している。
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

・広域避難計画の策定、市町村間の
協定締結【取組２６】

➢ 三芳町の事例
・富士見市、ふじみ野市と協定を締結している。

・近隣市との相互援助協定の他、避難元自治体
の協議依頼に応じ随時検討。

➢ 北本市、三芳町、朝霞市、寄居町他で、

近隣市町村間での協定が締結されてい

る。

・平常時から住民に水害リスクをわかりやすく伝える
「まるごと、まちごとハザードマップ」の推進及び設置事例や

利活用事例の共有【取組２７】

➢ 上尾市の事例

・市内の指定避難所・指
定緊急避難場所に、看
板や案内標識を設置。

➢ 蕨市の事例

・令和2年3月に市内
の電信柱100本に想

定浸水深を示す赤テ
ープ及び避難所等を
表示した掲示物
を取り付けした。
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

・要配慮者利用施設の避難計画の作成
および訓練の支援【取組２８】

➢ 幸手市の事例

・計画の作成を各施設に依頼（対象施設４５施
設中１６施設提出済み（令和2年5月1日現在）

・応急的な退避場所の確保【取組３０】

➢ 三郷市の事例

・民間企業と協定を締結しており、引き続き退
避場所の確保に向けて民間事業者と協議を行
う。

・平成２６年１２月１２日にコストコホールセール
ジャパン株式会社と、平成２７年２月１日にイケ
ア・ジャパン株式会社と、駐車場及び付帯施設
の利用について協定を締結している。
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

・避難場所の絶対数が不足する地域における既存施設の避難場所としての活用及び
民間施設を活用した事例や調整内容、協定の締結等の情報提供【取組２９】

➢ 三郷市の事例

・令和元年台風１９号の際に
は、地区センターや青少年
ホームを自主避難場所とし
て開設した。（右図）

・平成２６年１２月１２日にコ
ストコホールセールジャパン
株式会社と、平成２７年２月
１日にイケア・ジャパン株式
会社と、駐車場及び付帯施
設の利用について協定を締
結している。

➢ 熊谷市の事例

・避難者が車で押し寄せる可能性がある自主避
難所について、近隣のショッピングモールと災害
協定を締結し、駐車場使用の協力を得ている。

➢ 指定避難所以外に公民館等と避難場所として活用する（三郷市）。

➢ 民間施設の駐車場等を一時避難所として利用することに関して協定を締結している（三郷市、熊谷

市、朝霞市、志木市）。
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

・避難訓練への地域住民の参加促進【取組３１】

➢ 桶川市の事例
・自主防災組織に役割を
設け、地域を巻き込み、
参加してもらうよう企画

➢ 志木市の事例

・令和元年９月２８日に避難所となる市内８小学
校を会場とした志木市民総合防災訓練を実施

・地域住民は、各訓練会場に参集し、余震が来
たことを想定して、全参加者で一斉に行うシェイ
クアウト訓練等を実施

➢ 地域全体での防災訓練の実施及び予定をしている（桶川市、志木市、伊奈町、上尾市、蕨市）。

➢ 伊奈町の事例

➢ 上尾市の事例
・地区内に荒川無堤区間（＝重要水防箇所）を
擁する「平方上宿地区」の住民を対象に、市主
催の「情報伝達・避難訓練」を実施（令和元年８
月１８日）
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

・高齢者の避難行動の理解促進に向けた取組の実施及び要配慮者利用施設等の避難における
地域との連携事例の共有【取組３２】

➢ ふじみ野市の事例
・内水被害発生地域の住民主体によるDIG訓練
を平成30年度に実施した。（写真）
・令和元年度に民間福祉施設による避難訓練を
実施した。

➢ 熊谷市の事例
・令和元年６月、ケアマネージャー連絡協議会の
研修として、ハザードマップを配付し、ハザードマ
ップの読み方を説明するとともに、熊谷市の水害
の危険性、避難する際の注意点について伝えた。

・地域包括支援センター熊谷市連絡会で、ハザー
ドマップを配付し、ハザードマップの読み方を説明
するとともに、熊谷市の水害の危険性、避難する
際の注意点について伝えた。また、対象施設にハ
ザードマップ等を設置するよう依頼した。

➢ 朝霞市の事例
・高齢者サロンや地域包括支援センターの要請
に基づき、研修会で災害時の避難行動等につ
いて説明を行った。
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

・水防災に関する説明会の開催【取組３５】

➢ 鳩山町の事例

・自主防災組織等団体要望により随時実施。
・令和元年９月１０日（火曜日）に「防災講演会」を
開催した。

➢ 気象庁の事例

・「防災メール」により、今後の詳細な予想等の情
報提供を、原則一日二回実施。
・令和元年5月市町村等の職員を対象に防災気象

情報に関する研修会を、埼玉県と共同で実施。そ
の中で気象庁が作成した気象防災ワークショップ
プログラムについて説明。
・令和元年5月22日と8月6日、埼玉県及び熊谷市

と連携し、市町村等の防災担当者を対象とした気
象防災ワークショップ（中小河川洪水災害編）を各
々実施し、防災気象情報の「読み解き」に資する
取組みを推進。
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

・教員を対象とした講習会の実施【取組３６】

➢ 吉川市の事例

・講師（災害対策研究会 宮本英治氏）による地震
、風雨水害に関する基礎知識や災害への備えに
ついて地域の地図を囲んでの災害図上訓練（ＤＩＧ
）やパワーポイントを活用した市内小中学校教員
に対する講義を行った。

➢ 学校向けに避難所運営ゲーム等の貸し出しを行っている（和光市）。

➢ 災害時に必要となる知識を身に着け、正しい備えをすることで減災対応能力の向上を図るとともに、

将来の減災の担い手である生徒に対して減災のための教育指導を行えるようになることを目的とし

講習会を行っている（吉川市）。

➢ 坂戸市の事例

令和元年東日本台風により、避難所開設を行った
小学校の教職員を対象とし、県自主防災組織リー
ダー養成指導員の指導の下、避難所開設の経験
を踏まえた避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）を実施した
。（令和２年１月２０日 三芳野小学校）
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

・小学生、中学生を対象とした防災教育の実施・支援及び先進的な事例の共有【取組３７】

➢ ふじみ野市の事例

・総合防災訓練への
市内中学生の参加

➢ 行田市の事例

・令和元年度行田市ジュニア・災害ボランティア合
同防災研修を実施。

紙食器づくり水防災かるた

防災体験
災害時高齢者
生活支援講習

➢ 吉川市の事例
・市内の小中学生を対象に「減災教育」を
行っている。

災害図上訓練（ＤＩＧ）

段ボールベッドの組み立て

発電機の取り扱い
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２）② 洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

・水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが
高い区間や重要水防箇所の共同点検【取組４０】

➢ 上尾市の事例

・市主催「情報伝達・避難訓練」において、上宿
地区住民に対し、「荒川に関する講義」や、「避
難に関する講義」を実施した。

・実地での点検では無いが、既往の浸水の様
子等を取り上げ、特に水害リスクが高い区域に
ついて地域住民と共有を図った。

地域の建設業者による水防支援体制の
検討・構築【取組４３】

➢ 災害時に応急対応業務に関する協定を締結

している(行田市、深谷市)。

➢ 行田市の事例

・行田市土木防災協議会と、地震、台風、その他の
災害発生時における支援協力協定を締結している。

→協定の主な内容
災害時（地震、風水害等）における、応急対策のた
めの活動を迅速に実施することを目的とし実施する
ための協力。

➢ 深谷市の事例

深谷市建設業災害対策協力会と、地震、風水害等
の災害発生時における支援協力協定を締結してい
る。

→協定の主な内容
災害時（地震、風水害等）における、応急対策のた
めの活動を迅速に実施することを目的とし実施す
るための協力。
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２）② 洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

• 水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定の促進及び
具体的な広報の進め方の検討【取組４２】

➢ 成人式式典において消防組合及び消防団と連携・協力し、水防団を兼ねる消防団員のPR・募集活

動を実施(ふじみ野市)。

➢ 水防団を兼ねる消防団について、チラシを作成し広報を行った(川越市)。

ふじみ野市の事例 川越市の事例

●問合せ先●
川越市神明町４８番地４　　川越地区消防局総務課消防団担当　　ＴＥＬ０４９－２２２－０７４１

●川越市消防団ホームページ●
http://www.119kawagoechiku.jp/syobodan/kawagoe/index.html.

●川越市消防団で検索も出来ます●

『あなたのやる気待っています!』

団　員 69,000円

消防団員の報酬（年額）

② どんな人が入団するのか？
    消防団には、様々な職業を持った人がいます。自営業、サラリーマン、公務員、学生など
職種を問わず川越市に在住、在勤または在学の１８才以上の健康な方で自分たちの町を自
分たちで守ろうという、使命感を持つ方なら入団できます。

③ 入団するにはどうしたらいいの？
   消防団には条例で定められた定員があります。その欠員状況に応じて入団となりますが、
年間を通して募集を行っています。また、分団には受け持ちの区域がありますので、川越市
消防団ホームページで組織・受持区域または、分団紹介をご覧下さい。
【分団長による面接を実施します。】

区  分

警戒、訓練等の場合

支給単位 金  額

１人１回につき 1,000円

このほか勤続年数が５年以上の団員が退職した場合、退職報奨金が支給されます。

川越市消防団　団員募集

① 消防団とは？
   消防団とは平時はそれぞれの仕事を持ち、災害が起こると集合し、災害から国民の生命、
身体、財産を守る為に活動する人の集団です。身分は特別職の公務員となり、災害時、訓練
時等に負傷した際の保障制度などもあります。また、職務に応じた報酬や勤続年数により退
職報奨金も支給されます。

階　級 報　酬　額

団員が火災、訓練等の職務に従事する場合の費用弁償

私たち　川越市消防団 　の活動を紹介します

水防活動

消火活動

火災などの災害が発生した時に

は、消防職員と協力して、消火活

動、救助活動を行っています。

小学生放水体験（地域防災フェア）

消防団主催の地域防災フェアなどの開催や、自治会主催の防災訓練等への参加・協力など、

地域防災の要として活動を行っています。

車輌体験（子供防災キャンプ）

防火服着装体験（子供防災キャンプ）救命講習会（地域防災フェア）

バケツリレー体験（避難訓練）

地域との連携

AED使用訓練

倒壊建物からの救助訓練

ロープ結索訓練

ポンプ操法訓練

放水訓練

要救助者搬送訓練

平時は、火災の消火や人命救助等に関する訓練を行っています。

防火啓発紙芝居

火災予防夜間警戒活動

火災を予防するための警戒・広報や

住宅用火災警報器の設置推進などを

行っています。

住宅用火災警報器設置広報

防災・啓発活動

消防団には、様々な職業を持った方がいます。

自営業、公務員、サラリーマンなど、職種を問

わず、川越市に在住、在勤または、在学の１８

才以上の健康な方で「自分たちのまちを自分た

ちで守ろう」という、使命感を持つ方ならどな

たでも入団できます。

あなたも一緒に消防団活動に参加しませんか！

川越市消防団

の詳しい概要は

川越市消防団 検索

川越市消防団は市民を災害から守る

という郷土愛護の精神と消火・救

助・警戒活動等を通じて地域に密着

した災害対応機関の役割を担ってお

り、地域における消防防災の中核と

して重要な役割を果たしています。

訓 練 災害発生時

煙体験（地域防災フェア）



• 既存排水施設、排水ポンプ車等を活用した排水作業計画の策定、排水準備計画の作成【取組４６】

２）③ 一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復のための排水活動の取組

34

➢ (独)水資源機構の事例

• 独立行政法人水資源機構は、排水計画支援のため、「災害時における災害対策用機材等の相互融
通に関する協定」に基づき、国交省関東地方整備局と相互が保有する災害対策用機材等に係る最
新情報の共有を継続している。

(独)水資源機構の事例
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２）③ 一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復のための排水活動の取組

• 排水計画に基づく排水訓練の実施【取組４７】

➢ (独)水資源機構の事例

・平成２９年１２月、平成３０年１０月及び令和元年１１月、独立行政法人水資源機構は排水計画を支援
するため、機構が保有する排水ポンプ車等の設営・操作訓練を実施。

(独)水資源機構の事例


